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一
、
三
、
五
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
講
じ
ら
れ
て
い
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
課
税
免
除
の
特
例
措
置

（
以
下
「
特
例
免
除
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象
で
あ
る
軽
油
の
使
用
者
及
び
そ
の
関
係
団
体
か
ら
は
、
そ
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
効
果
等
に
鑑
み
、
平
成
二
十
四
年
度
税
制
改
正
に
当
た
り
、
特
例
免
除
措
置
の
延
長
又
は
恒
久
化
の
要
望
（
以
下
「

改
正
要
望
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

改
正
要
望
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
及
び
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
や
特
例
免
除

措
置
の
こ
れ
ま
で
の
活
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
現
在
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
及
び
九
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
ま
で
講
じ
ら
れ
て
い
た
軽
油
引
取
税
に
係
る
課
税
免
除
措
置
（
以
下
「
旧
免
除
措
置
」
と
い
う
。
）
は
、

同
年
度
ま
で
軽
油
引
取
税
が
道
路
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
目
的
税
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
道
路
使
用
に
直
接
関
連
し
な
い
用

途
に
供
す
る
軽
油
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
特
例
免
除
措
置
の
平
成
二
十
四
年
度
以
降
の
取
扱
い
に

一



つ
い
て
は
、
今
後
、
旧
免
除
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
、
税
制
調
査
会
に
お
い
て
、
現
下
の
経

済
情
勢
や
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
も
考
慮
し
つ
つ
、
特
例
免
除
措
置
の
具
体
的
内
容
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
の
合

理
性
、
政
策
手
段
と
し
て
の
有
効
性
及
び
相
当
性
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
存
廃
に
つ
い
て
結
論
を
得

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


